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１ 開催日時  令和３年１０月７日（木）午後３時００分から午後３時３５分 

２ 開催場所  栄町役場庁舎５階第２会議室 

３ 出席委員（８名） 

会     長   ８番 大野 久男 

会長職務代理者   ７番 朝倉 友子 

委     員   １番 芝野 茂 

          ２番 長谷川 貴子 

３番 杉田 裕 

４番 小川 博 

５番 岩井 秀喜 

６番 鈴木 薫 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 議事日程 

   第１ 議事録署名委員の指名 

   第２ 会議書記の指名 

   第３ 議事 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について 

議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配

分計画（案）に対する意見について 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 農地使用貸借権の合意解約の通知について 

     そ  の  他   

 

６ 出席職員 

農業委員会事務局長  湯浅 実 

農業委員会事務局次長 小川 浩昭 

農業委員会事務局主査 青木 秀直 

 

７ 出席農地利用最適化推進委員（５名） 

   日暮 秀男  竹本 昌男  麻生  洋  藤﨑 敦之  加藤 昌宏 
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◎開会                         午後３時００分開会 

○事務局長（湯浅実） 

それでは、はじめさせていただきます。起立、礼。 

                      

○議長（大野久男）  

ただ今より、令和３年第１０回栄町農業委員会総会を開会します。本日は委員８名

中８名出席ですので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項により、総会は成立

しております。 

 

◎議事録署名委員の指名 

○議長（大野久男） 

議事日程第１の議事録署名委員の指名ですが、私から指名させていただいて異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（大野久男） 

それでは、６番 鈴木薫委員、７番 朝倉友子委員にお願いします。 

                                       

◎会議書記の指名 

○議長（大野久男） 

議事日程第２の会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、農業委員会事務

局職員の小川氏と青木氏を指名します。 

                                        

○議長（大野久男） 

それでは議事に入ります。 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について、を議題と

し、整理番号１について、事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、議案第１号整理番号１について、ご説明させていただきます。 

場所については２ページを、土地の利用計画は３ページをご覧ください。 

農地の所在は、安食字前新田 地目は登記簿・現況共に畑、面積は１，４２３㎡で

す。 

譲渡人・譲受人はご覧のとおりです。 

本件は、農地の転用を伴う所有権の移転を目的として、農地法第５条の許可を申請

したもので、転用事由は建売分譲住宅を６棟建築するものになります。 

それでは農地法第５条第２項各号の審査基準に適合するかどうか検討した結果をご

報告いたします。 

まず、申請地の立地基準上の区分ですが、申請地は農振農用地ではありません。現

地は、市街地近郊農地で、ＪＲ安食駅から南へ３５０メートルの位置にあり、市街地
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として発展する可能性があり、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の

低い農地であることから、第２種農地（ａ）に該当すると判断いたします。第２種農

地の場合、申請地に代えて他の土地を供することで、事業の目的を達成できる時は許

可しないとされていますが、他に代替できる適当な土地が無いとのことなので問題な

いと考えます。 

次に、一般基準ですが、同項第３号の申請目的実現の確実性は、申請書に添付され

ている事業計画書、残高証明書等から問題はないと思われます。 

次に、同項第４号の周辺農地への支障ですが、申請地は畑として利用されていたこ

とから埋立ては行わず事業区域内で整地を行い、申請地と隣接地の境界には型枠ブロ

ックを施し、土砂流出を防止する計画となっています。また、隣接地への日照につい

ては影響がないよう建築するとなっています。雨水は、各宅内に雨水浸透桝を設置し

てオーバーフローした雨水を新設の道路側溝より前面町道の側溝へ流し、汚水及び雑

排水は、各宅内に公共汚水桝を設置し新設の公共下水道管を得て、既設の公共下水道

管に接続し排水を行うことから、周辺への影響は及ぼさないと判断いたします。 

次に、同項第５号及び同項第６号については一時転用ではないため該当いたしませ

ん。 

最後に今回の申請は、農地を採草放牧地に転用するものではないので、同項第７号

には該当いたしません。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

続いて、現地調査を行っておりますので、その結果を報告願います。 

 

○３番（杉田裕） 

申請地は、市街化区域に近郊する農地になり、現在、耕作がされていない状況でし

た。また、周辺農地への影響については、事務局から説明のとおり問題ないと思われ

ます。 

 

○議長（大野久男） 

続いて、農地利用最適化推進委員の日暮さんから、ご発言がありましたらお願いし

ます。 

 

○農地利用最適化推進委員（日暮秀男） 

問題ないと思われます。 

 

○議長（大野久男） 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願いま

す。 

（挙手なし） 
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○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

 議案第１号整理番号１を原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第１号整理番号１については、許可相当の意見を付して進達

することに決定しました。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認に

ついて、を議題とし、整理番号１から整理番号１１までは農地中間管理事業の案件に

なりますので、一括して事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、４ページ、議案第２号について、整理番号１から整理番号１１まで一括

してご説明させていただきます。 

場所については、１１ページから２８ページまでとなります。 

それでは、順次ご説明いたします。 

整理番号１ 農地の所在が西字壱番割 地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で

面積は１，６８２㎡他９筆で、合計８，６５２㎡です。 

次に整理番号２ 農地の所在が北字押砂埜 地目は登記簿・現況共に畑、農振農用

地で面積は２，５１４㎡他１６筆で、合計２８，２６７㎡です。 

次に整理番号３ 農地の所在が北字押砂埜 地目は登記簿・現況共に田、農振農用

地で面積は４８０㎡他１１筆で、合計２５，７１０㎡です。 

次に整理番号４ 農地の所在が北字押砂埜 地目は登記簿・現況共に田、農振農用

地で面積は４，６４８㎡です。 

次に整理番号５ 農地の所在が請方字下請方 地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は３，４９９㎡他４筆で、合計１４，９５３㎡です。 

次に整理番号６ 農地の所在が中谷字中谷 地目は登記簿・現況共に田、農振農用

地で面積は３，９２７㎡他２筆で、合計７，９２４㎡です。 

次に整理番号７ 農地の所在が大森字森 地目は登記簿が原野、現況は田、農振農

用地で面積は１４２㎡です。 

次に整理番号８ 農地の所在が四箇字中耕地 地目は登記簿が墓地、現況は田、面

積は１３㎡です。 

次に整理番号９ 農地の所在が長門谷字上 地目は登記簿が池沼、現況は田、農振

農用地で面積は１０５㎡です。 

次に整理番号１０ 農地の所在が北辺田字辺田 地目は登記簿・現況共に田、農振

農用地で面積は７３１㎡他１３筆で、合計１０，３２３㎡です。 

最後に整理番号１１ 農地の所在が興津字大久渕 地目は登記簿・現況共に畑、農
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振農用地で面積は１，１２０㎡他です。 

合計６６筆、１０１，８５７㎡となっております。内訳は、請方土地改良区内が７

８，０９２㎡、押付地区内が２６０㎡、その他が２３，５０５㎡でございます。 

内容は農地中間管理権の取得で、貸付人、借受人、経営面積は、それぞれ記載のと

おりです。 

貸付期間については、整理番号１から６までと１０、１１が令和３年１０月２０日

から令和１３年１０月１９日までの１０年となっており、その他は令和３年１０月２

０日から令和２１年１０月２１日までの１８年になります。 

本件と次の議案第３号につきましては、農地中間管理事業を活用した農地集積にな

ります。農地中間管理事業は、農地を農地中間管理機構である公益社団法人千葉県園

芸協会に一旦預け、その後担い手農家に貸し付けるというものでございます。本件は、

千葉県園芸協会が農業経営基盤強化促進法により１１名の貸付人から農地を預かるた

め、農地の中間管理権を取得するものでございます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願います。 

 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

 本来なら１件ずつ採決を行うところですが、今回については、議案第２号整理番号

１から整理番号１１までについて、一括して採決を行いたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

（異議なし） 

○議長（大野久男） 

異議なしとのことですので、議案第２号整理番号１から整理番号１１までを原案の

とおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第２号整理番号１から整理番号１１までは、原案のとおり決

定しました。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配分

計画（案）に対する意見について、を議題とし、整理番号１から整理番号８までにつ

いて、一括して事務局の説明を求めます。 
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〇事務局長（湯浅実） 

それでは、２９ページ、議案第３号について、整理番号１から整理番号８まで、一

括してご説明させていただきます。 

場所については、先ほどの議案第２号 整理番号１から５までと同じになりまして、

１１ページから２０ページまでをご覧ください。 

整理番号１ 農地の所在が西字壱番割 地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で

面積は１，６８２㎡他９筆で、合計８，６５２㎡です。 

次に整理番号２ 農地の所在が北字押砂埜 地目は登記簿・現況共に畑、農振農用

地で面積は２，５１４㎡他１６筆で、合計２８，２６７㎡です。 

次に整理番号３ 農地の所在が北字押砂埜 地目は登記簿・現況共に田、農振農用

地で面積は４８０㎡他７筆で、合計２１，１４７㎡です。 

次に整理番号４ 農地の所在が和田字外下仲耕地 地目は登記簿が畑、現況は田、

農振農用地で面積は１，０２２㎡です。 

次に整理番号５ 農地の所在が和田字外下仲耕地 地目は登記簿が畑、現況は田、

農振農用地で面積は１，２４８㎡です。 

次に整理番号６ 農地の所在が生板鍋子新田字出洲 地目は登記簿が畑、現況は田、

農振農用地で面積は１，０１５㎡他１筆で、合計２，２９３㎡です。 

次に整理番号７ 農地の所在が北字押砂埜 地目は登記簿・現況共に田、農振農用

地で面積は４，６４８㎡です。 

最後に整理番号８ 農地の所在が請方字下請方 地目は登記簿・現況共に田、農振

農用地で面積は３，４９９㎡他４筆で、合計１４，９５３㎡です。 

内容は賃借権の設定で、貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載のとおりです。 

また、１０ａあたりの賃借料は、整理番号１、２、７、８が１．５俵、整理番号３

が１．５俵相当額、整理番号４と５が１俵相当額、整理番号６が１俵となり、期間は

令和３年１０月２０日から令和１３年１０月１９日までの１０年となっております。 

本件は、農地の中間管理権を取得する公益社団法人千葉県園芸協会が、転貸人とな

り、貸し手と借り手の間に入り農用地の配分を行なうものです。この８件の借受人に

ついては、認定農業者と地域の担い手農家になり、耕作等の状況、農機具の所有状況、

農作業に従事する者の数等からみて全部効率要件及び農作業常時従事要件は問題ない

と思われます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願います。 

 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

 本来なら１件ずつ採決を行うところですが、この案件についても議案第３号整理番

号１から整理番号８までについて、一括して採決を行いたいと思いますが、いかがで
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しょうか。 

（異議なし） 

○議長（大野久男） 

異議なしとのことですので、議案第３号整理番号１から整理番号８までについて、

町に対し、意見なしとして回答することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第３号整理番号１から整理番号８までについては、農業委員

会として意見がない旨回答することに決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

 続いて、議案第３号整理番号９について、を議題とし、事務局の説明を求めます。

なお、整理番号９については、長谷川委員に関連する議案ですので、ここで退席をお

願いします。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

 それでは、３４ページ、議案第３号整理番号９について、ご説明いたします。 

場所については、先ほどの議案第２号整理番号６と同じになりまして、２１ページ

をご覧ください。 

農地の所在が中谷字中谷、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で面積は３，９

２７㎡他２筆で、合計７，９２４㎡です。 

内容は賃借権の設定で、貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載のとおりです。

また、１０ａあたりの賃借料は１．５俵、期間は令和３年１０月２０日から令和１３

年１０月１９日までの１０年となっております。 

本件は、農地の中間管理権を取得する公益社団法人千葉県園芸協会が、転貸人とな

り、貸し手と借り手の間に入り農用地の配分を行なうものです。この借受人について

は、認定農業者であり、耕作等の状況、農機具の所有状況、農作業に従事する者の数

等からみて全部効率要件及び農作業常時従事要件は問題ないと思われます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願います。 

 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

議案第３号整理番号９について、町に対し、意見なしとして回答することに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 
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○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第３号整理番号９については、農業委員会として意見がない

旨回答することに決定しました。長谷川委員は、入室し着席をお願いします。 

 

○議長（大野久男） 

続いて、議案第３号整理番号１０について、を議題とし、事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

 それでは、３５ページ、議案第３号整理番号１０について、ご説明いたします。 

場所については、先ほどの議案第２号整理番号１０、１１と同じになりまして、２

５ページから２８ページまでをご覧ください。 

農地の所在が北辺田字辺田、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で面積は７３

１㎡他１４筆で、合計１１，４４３㎡です。 

内容は賃借権の設定で、貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載のとおりです。 

また、１０ａあたりの賃借料は興津字大久渕地先が年額５，０００円で、それ以外は

１俵となり、期間は令和３年１０月２０日から令和１３年１０月１９日までの１０年

となっております。 

本件は、農地の中間管理権を取得する公益社団法人千葉県園芸協会が、転貸人とな

り、貸し手と借り手の間に入り農用地の配分を行なうものです。この借受人について

は、認定新規就農者になり、栄町が定めた基本構想に照らし、申請された青年等就農

計画が適切であり、達成される見込みが確実であることから、令和３年４月９日に認

定されたものです。青年等就農計画制度は将来的かつ安定的な農業経営の担い手とな

ることが期待できる者の農業経営の開始を支援することを目的としているものであり

ます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

〇事務局次長（小川浩昭） 

 認定新規就農者について補足させていただきます。この借受人の父親は、●●氏に

なり、水稲とねぎを栽培する営農を目標としていて、現在、北辺田地区の若手認定農

業者の下で研修をしていると伺っています。 

 

○議長（大野久男） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願います。 

 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

議案第３号整理番号１０について、町に対し、意見なしとして回答することに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 
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○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第３号整理番号１０については、農業委員会として意見がな

い旨回答することに決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

続いて、議案第３号整理番号１１から整理番号１４について、を議題とし、事務局

の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、３６ページ、議案第３号整理番号１１から整理番号１４までについて、

ご説明いたします。 

場所については、３９ページから４４ページまでをご覧ください。 

整理番号１１ 農地の所在が請方字下請方、地目は登記簿・現況共に田、農振農用

地で面積は３，２０３㎡他３筆で、合計１５，２０７㎡です。 

次に整理番号１２ 農地の所在が請方字下請方、地目は登記簿・現況共に田、農振

農用地で面積は４，０９４㎡です。 

次に整理番号１３ 農地の所在が須賀字下割、地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は３，０００㎡他３筆で、合計９，６６９㎡です。 

最後に整理番号１４ 農地の所在が酒直字落合埜、地目は登記簿・現況共に田、農

振農用地で面積は３，０３４㎡他１１筆で、合計１４，９５１㎡です。 

内容は賃借権の再設定で、貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載のとおりです。

１０アールあたりの賃借料は、整理番号１１が１．５俵相当額、整理番号１２から１

４までが１．５俵になり、期間は整理番号１１が令和３年１０月２０日から令和１０

年１０月２１日までとなり、整理番号１２は令和３年１０月２０日から令和１０年９

月１９日までとなり、整理番号１３は令和３年１０月２０日から令和１０年４月１９

日までと５月２０日までになり、整理番号１４は令和３年１０月２０日から令和２０

年１２月１９日までと令和２１年９月１９日までになります。既に農地の中間管理権

が設定されているため、利用権の期間は残存期間になるので、まちまちとなっている

ものでございます。今まで耕作していた借受人の事情により、この後の報告第１号に

より合意解約がされ、新たな借受人に農地の中間管理権を取得している公益社団法人 

千葉県園芸協会が、転貸人となり、農用地の再配分を行なうものです。この借受人に

ついては、認定農業者と認定新規就農者になり、耕作等の状況、農機具の所有状況、

農作業に従事する者の数等からみて全部効率利用要件及び農作業常時従事要件は問題

ないと思われます。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 

〇事務局次長（小川浩昭） 

 認定新規就農者について補足させていただきます。こちらの方も、青年等就農計画

が適切であり、達成される見込みが確実であることから、令和３年４月９日に町から

認定されております。この借受人の父親は、●●氏になり、水稲と黒大豆を栽培する
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営農を目標としていて、現在、請方地区の若手認定農業者の下で研修をしていると伺

っています。新たに農業を志す若手の農業者が出てきておりますので、農業委員、農

地利用最適化推進委員の皆様におかれましては、温かく見守っていただき支援してい

ただけるようよろしくお願いいたします。 

 

○議長（大野久男） 

 説明が終わりました。これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願います。 

 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

 本来なら１件ずつ採決を行うところですが、この案件についても議案第３号整理番

号１１から整理番号１４までについて、一括して採決を行いたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

（異議なし） 

○議長（大野久男） 

 異議なしとのことですので、議案第３号整理番号１１から整理番号１４までについ

て、町に対し、意見なしとして回答することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

 挙手全員、よって議案第３号整理番号１１から整理番号１４までについては、農業

委員会として意見がない旨回答することに決定しました。 

                                        

○議長（大野久男） 

 次に、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局の説

明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

 それでは、４５ページ、報告第１号 整理番号１から整理番号４までについて、ご

説明させていただきます。 

 場所につきましては、先ほどの議案第３号整理番号１１から１４と同じになりまし

て、３９ページから４４ページまでをご覧ください。 

 整理番号１ 農地の所在が請方字下請方、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地

で面積は３，２０３㎡他３筆で、合計１５，２０７㎡です。 

 次に整理番号２ 農地の所在が請方字下請方、地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は４，０９４㎡です。 

 次に整理番号３ 農地の所在が須賀字下割、地目は登記簿・現況共に田、農振農用

地で面積は３，０００㎡他３筆で、合計９，６６９㎡です。 

 最後に整理番号４ 農地の所在が酒直字落合埜、地目は登記簿・現況共に田、農振

農用地で面積は３，０３４㎡他１１筆で、合計１４，９５１㎡です。 
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 貸付人、借受人、転貸人、解約の申し入れ日、解約の成立日、土地の引き渡し日及

び解約の通知日につきましては、記載のとおりになります。 

 本件は、賃貸借契約により借受人が耕作してきた農地について、転貸人と借受人が

話し合いの結果、双方合意のうえ契約を解除し、農地を転貸人に返すということで、

その旨を書面で農業委員会に通知してきたものでございます。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

 この案件は、報告だけで採決はしませんが、何か質問がありましたら挙手をお願い

します。 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

                                        

○議長（大野久男） 

 次に、報告第２号 農地使用貸借権の合意解約の通知について、事務局の説明を求

めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

 それでは、４８ページ、報告第２号について、ご説明させていただきます。 

 場所につきましては、先ほどの議案第２号整理番号５と同じになりまして、２０ペ

ージをご覧ください。 

 整理番号１ 農地の所在が請方字下請方 地目は登記簿・現況共に田、農振農用地

で面積は３，４９９㎡他４筆で、合計１４，９５３㎡です。 

 貸付人、借受人、解約の申し入れ日、解約の成立日、土地の引き渡し日及び解約の

通知日につきましては、記載のとおりになります。 

 本件は、農地法第３条により使用貸借権を設定した農地について、貸付人、借受人

が話し合いの結果、双方合意のうえ契約を解除し、農地を貸付人に返すということで、

その旨を書面で農業委員会に通知してきたものでございます。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

 この案件も、報告だけで採決はしませんが、何か質問がありましたら挙手をお願い

します。 

（挙手なし） 

 

○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で報告第２号を終わります。 
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○議長（大野久男） 

以上で本日の議案の審議はすべて終了しました。その他の件について、委員からご

発言があれば挙手をお願いします。 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 よろしいですか、それでは以上をもちまして令和３年第１０回総会を閉会します。 

〇事務局長（湯浅実） 

 起立、礼。お疲れ様でした。 

                                        

                            午後３時３５分閉会 

 


